
高知県臨時特例つなぎ資金貸付事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、高知県補助金交付規則（以下「規則」という。）第２０条の規

定に基づき、高知県臨時特例つなぎ資金貸付事業費補助金の交付に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

  （補助目的及び補助対象事業） 

第２条 県は、「臨時特例つなぎ資金の貸付について」（平成２１年７月２８日付け厚

生労働省発社援０７２８第１０号／厚生労働事務次官通知）に基づき、社会福祉法

人高知県社会福祉協議会が実施主体として行う「臨時特例つなぎ資金貸付事業」（以

下「事業」という。）の運営に必要な貸付原資等の経費を対象として、予算の範囲

内で補助する。 

 

 （補助率及び補助額の範囲） 

第３条 前条に規定する事業の補助率及び補助額は、別表のとおりとする。 

 

 （申請） 

第４条 規則第３条第１項に規定する申請書及び関係書類は、別記第１号様式に定め

るとおりとする。 

 

 （補助の条件） 

第５条 この補助金の交付の決定には、次の条件が附されるものとする。 

（１）事業の内容、事業に要する対象経費の各区分間の配分の変更（それぞれの配分

額のいずれか低い方の額の２０％以内の変更を除く。）及び事業を中止し、又は

廃止する場合は、事前に別記第２号様式の変更（中止・廃止）承認申請書を提出

して知事の承認を受けなければならない。 

（２）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、

速やかに、知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（３）事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい

て証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管して

おかなければならない。 

（４）事業の実施において物品等を調達する場合には、高知県の定める「高知県グリ

ーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。 

（５）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけ

ればならない。 

（６）事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械及び器

具については、知事が別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、

この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供

してはならない。 

（７）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収

入の全部又は一部を県に納付させることがある。 



（８）知事の承認を受けて事業を廃止する場合には、現に貸し付けている貸付金の状

況及び当該貸付金の償還計画等を知事に報告するとともに、事業を廃止する期間

までの各年度における補助金の額の合計額を限度として知事が定める額を県に

返還しなければならない。 

（９）事業を中止、又は廃止した場合には、知事の定めるところにより貸付金の返還

金及び中止又は廃止する時点における貸付原資等の残余額の全額に相当する金

額を県に返還させることがある。 

（10）前号による返還金のうち、未貸付金及び事務の運営費については中止又は廃止

後ただちに、その後において受け入れた貸付金の返還金についてはその際通知す

る時期までに県に返還しなければならない。 

（11）補助事業又は補助事業者に関して、高知県情報公開条例に基づく開示請求があ

った場合には、同条例第６条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うも

のとする。 

 

 （概算交付） 

第６条 この補助金は、知事が必要と認めたときは、概算払をすることができるもの

とする。  

２ 前項の規定により、補助金の概算請求をしようとするときは、別記第３号様式の

請求書によるものとする。 

 

 （実績報告書） 

第７条 規則第１１条第１項の規定による実績報告の様式は、別記第４号様式とし、

事業完了後１か月以内又は３月３１日までのいずれか早い日までに提出するもの

とする。 

なお、これにより難い場合は翌年度４月３０日までに提出するものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２１年９月１５日から適用する。 

２ この要綱は、平成２４年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に

基づき交付された補助金については、第５条の規定は同日以降もなおその効力を有

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

補助対象経費 補助率 基準額 

社会福祉法人高知県社会福祉協議会が

実施する臨時特例つなぎ資金貸付事業の

運営に必要な貸付原資、初期投資等の施行

準備及び運営事務に係る経費 

貸付原資、職員俸給、諸手当、社会保険料

事業主負担金、旅費、諸謝金、負担金、庁

費（備品費、消耗品費、印刷製本費、雑役

務費、通信運搬費、光熱水費、借料及び損

料、会議費、賃金）、委託料 

定額 
別途知事が 

定める額 

 



別記第１号様式（第４条関係） 

 

                                平成  年  月  日 

 

 

  高知県知事         様 

 

                              申 請 者 

                                  住 所 

                                    氏 名                   印 

 

 

 

補 助 金 交 付 申 請 書 

 

 高知県補助金交付規則第３条第１項の規定により、平成  年度高知県臨時特例つ

なぎ資金貸付事業費補助金の交付を関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

  １ 補助金交付申請額                  円 

 

 

  ２  補助事業の目的及び内容 

 

 

 

 

 

  ３  添付書類 

（１）高知県臨時特例つなぎ資金貸付事業費補助金所要額調書（別紙１） 

（２）高知県臨時特例つなぎ資金貸付事業費補助金所要額内訳書（別紙２） 

（３）臨時特例つなぎ資金貸付事業計画書（別紙３） 

（４）収支予算書 



 

別記第２号様式（第５条関係） 

 

                             平成  年  月  日 

 

 

  高知県知事         様 

 

                                申 請 者 

                                    住 所 

                                     氏 名                    印 

 

 

 

変更（中止・廃止）承認申請書 

 

 平成  年  月  日付け高知県指令 第   号で交付決定通知のあった平

成 年度高知県臨時特例つなぎ資金貸付事業の内容等に変更（中止・廃止）が生じた

ので、高知県臨時特例つなぎ資金貸付事業費補助金交付要綱第５条第２号の規定によ

り、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

                                     

記 

 

 １ 補助金既交付決定額                              円         

 

 ２ 今回補助金増額（減額）交付申請額                   円                          

 

  ３ 変更（中止・廃止）事項



別記第３号様式（第６条関係） 

 

 

概   算   請   求   書 

 

 

金                       円 

 

 平成 年度高知県臨時特例つなぎ資金貸付事業費補助金（交付決定通知番号高知県

指令  第   号）を、下記のとおり概算交付されるよう請求します。  

 

記 

 

               補助金交付決定額                     円 

               既交付額                            円 

               今回請求額                           円 

 

 

 

   平成  年  月  日 

 

 

 

   高知県知事         様 

 

 

 

                                申請者 

                                   住 所 

                                   氏 名                         印 

 

 

 

銀行振込先 

銀行名 支店名 預金種別 口座番号 

   

普通 

当座 

 

 

 



 

別記第４号様式（第７条関係） 

 

                             平成  年  月  日 

 

 

  高知県知事         様 

 

                                 申 請 者 

                                     住 所 

                                    氏 名                  印 

 

 

 

事 業 実 績 報 告 書 

 

 平成  年  月  日付け高知県指令 第   号で交付決定のあった 

平成 年度高知県臨時特例つなぎ資金貸付事業について、高知県臨時特例つなぎ資金

貸付事業費補助金交付要綱第７条の規定により、下記のとおりその実績を報告します。                                          

 

記 

 

  １ 補助金交付決定額              

                        金          円 

 

  ２  補助金受入年月日 

                        平成  年  月  日 

 

 

 

３ 添付書類 

（１）高知県臨時特例つなぎ資金貸付事業費補助金精算額調書（別紙４） 

（２）高知県臨時特例つなぎ資金貸付事業費補助金精算額内訳書（別紙５） 

（３）臨時特例つなぎ資金貸付事業実施状況報告書（別紙６） 

（４）収支決算書（見込み） 


